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　令和 8 年和泉市教育委員会第 1回定例会 

 

日　時：令和 8 年 1 月 15 日(木)　午後 3 時 00 分から 

場　所：和泉市役所 3 階　3A・3B 会議室 

 

 

出席者　　　教育委員会 

教育長　　　　　　　　大槻　亮志 

教育長職務代理者　　　深堀　知子 

委員　　　　　　　　　酉家　章弘 

委員　　　　　　　　　中西　正人 

委員　　　　　　　　　小谷　美樹 

委員　　　　　　　　　木村　規洋子 

 

事　務　局 

　　　　教育次長兼生涯学習部長　　　　　　　　　　　　　　　辻　公伸 

　　　　 　　　　　(教育・こども部) 

　　　　　　　　　　教育・こども部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　東　直樹 

　　　　　　　　　　教育指導監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田　茂幸 

　　　　　　　　　　教育・こども部次長兼学校園管理室長　　　　　　　　　鍛治　公哉 

学校教育室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永井　敬 

こども未来室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西角　雅士 

教育総務課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥　信介 

教育総務課課長補佐兼総務係長　　　　　　　　　　　　大西　薫 

教育総務課企画係長　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　昌史 

教育総務課総務係　　　　　　　　　　　　　　　　　　西川　世理奈 

(生涯学習部) 

 生涯学習部次長兼文化遺産活用課長　　　　　　　　　　森下　徹 

生涯学習推進長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　志織 
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1. 開　会 

 

2. 会議録署名委員の指名について 

 

3．教育長の報告 

 

4. 審議事項 

 なし 

 

5. 情報提供 

(1)令和 7 年和泉市議会第 4 回定例会における議決審議の結果等について 

 

6. 行事等のご案内 

(1)信太の森ふるさと館「児童絵画展」の開催について 

(2)コレクション企画展（常設展）「江戸のポップ・カルチャー『浮世絵』」の開催に 

　 ついて 

 

7. その他 

 

8. 閉会 
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 大槻教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　定刻となりましたので、令和 8 年和泉市教育委員会第 1 回定例会を開会しま

す。 

　令和 8年初めての定例会となります。 

　委員の皆様におかれましては、旧年中は本市教育行政の推進に多大なるご尽

力を賜り、誠にありがとうございました。 

　本年もどうぞよろしくお願いします。 

　それでは、令和 7年第 12 回定例会の会議録については、事前に配付し、ご確

認いただいておりますが、ご異議ございませんか。 

 

【異議なし】 

 

　ご異議ないようですので第12回定例会の会議録について承認することとしま

す。 

今回の会議録署名委員は、深堀職務代理者と中西委員を指名します。 

次に、資料「教育長の報告」をご覧ください。 

令和7年12月25日から令和8年1月 14日までの主な活動を掲載しています。 

何かご質問等ございませんか。 

ないようですので、議事を進めてまいります。 

本日は、情報提供 1件、行事等のご案内 2件です。 

情報提供 1 についてですが、事前に資料を配布していますので、説明は省略

します。 

何かご質問等がございましたらお願いします。 

　情報提供は以上ですので、行事等のご案内に移ります。 

行事等のご案内 1 及び 2についてですが、事前に資料を配布していますので、

説明は省略します。 

何かご質問等がございましたらお願いします。 

他にご質問等ございませんか。 

行事等のご案内は以上です。 

　以上をもちまして、本日の定例会は終了します。 
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令和 8 年和泉市教育委員会第 1 回定例会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍聴は当日受付しています。皆様の傍聴をお待ちしております。 

 

　傍聴方法：当日受付 

開会時刻 15分前から先着順で入室可能ですが、その時点で定員を超える場合は抽選と

します。（定員数は会場により異なります。） 

ただし、人事に関することなど非公開となる案件は傍聴できません。 


